
既存健診
対象外健診

線量計

ホールボディ
カウンター

基本調査

　・分析資料の市町村への
　　提供
　・集計資料の作成・公表
　

・県民健康調査データを利用
した調査・研究（県委託以外
含む）

・県民健康調査データを利用
した調査・研究

県立医大

第三者
(研究者)

妊産婦調査

　・個人データ等の閲覧

○当部会は、報告書完成までの間、適宜検討状況を検討委員会に報告する。

〔学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会設置要綱〕

○当部会は、県が示す学術研究目的のためのデータ提供に係るルールの基本的な考え方につい
て、部会員の持つ専門的な知見や経験に基づき意見、助言等を行う。

○当部会は、部会員から寄せられた意見等を集約し、県民健康調査における学術研究目的での
データの提供に係るルールの骨子に関する報告書としてまとめ、検討委員会に報告する。

学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会の役割について

（設置）
第１条　「県民健康調査」検討委員会（以下、「委員会」という。）設置要綱第５条の規定に基
づき、県民健康調査における学術研究目的でのデータの提供に係るルールを制定するにあたり、
個人情報、法律、疫学、統計等の観点から専門的な助言等を得るため学術研究目的のためのデー
タ提供に関する検討部会（以下、「部会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２条　部会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
（１）学術研究目的のためのデータ提供に係るルールの骨子となる考え方に関すること。
（２）その他、検討委員会が指示した事項に関すること。

その他

甲状腺検査

こころの健康
度・生活習慣

調査

〔県民健康調査データの活用の全体イメージ図〕

個人基本データ

健康診査
県内
市町村

　・健診データ、医大分析
　　資料の閲覧

　・検査結果等による個人の
　　健康管理への活用

　・個人からの請求に基づく
　　自己情報開示

　・健診データ等の保健事
　　業への活用

　・県立医大分析資料の保
　　健事業への活用

県民健康調査データ
県民健康調査データの活用

提供する場合の

ルール検討

現在 今後の予定

・データの提供先

・データの類型

・審査基準など

・県委託による調査研究

（学会発表、論文投稿など）

↓

県立医大で制定したルールに

基づく審査委員会による審査 県で制定したルールに基づく

審査委員会による審査
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